
 

 

 

 

平成２７年 第１回 

 

三種町選挙管理委員会議案 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２７年２月２０日提出 

 

 

 

 

 

                日 時  平成２７年２月２０日（金） 

                     午前９時００分 

                場 所  三種町役場第１会議室 

 

 

 



次      第 

 

１ 委員長あいさつ 

２ 会議録署名委員の指名（    委員、    委員） 

３ 案 件 

  議案第１号 三種町農業委員会委員選挙人名簿に登録すべき者の決定 

        について 

  議案第２号 三種町農業委員会委員選挙人名簿縦覧の場所について 

４ その他 

 



議案第１号 

 

三種町農業委員会委員選挙人名簿に登録すべき者の決定について  

 

 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１０条第１項に基

づき、平成２７年１月１日現在で三種町農業委員会委員選挙人名簿に登録すべ

き者を、別冊名簿のとおり決定する。 

 

  平成２７年２月２０日提出 

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 近 藤 範 夫  

 

 

 

 

 



（議案第１号関連資料） 

 

農業委員会委員選挙人名簿調製事務の概要 

 

※法：農業委員会等に関する法律 

 

１ 選挙権 ・・・ 法第８条第１項 

 ① 農業委員会の区域内に住所を有する者 

 ② 満２０歳以上の者 ※選挙人名簿確定時３月３１日現在で算定 

③ 次のいずれかに該当する者 

（ア） 都府県にあっては１０アール以上、北海道にあっては３０アール以

上の農地につき耕作の業務を営む者 

（イ） 耕作の業務を営む者の同居の親族又はその配偶者（その耕作に従事

する日数が１年間に概ね６０日以上） 

（ウ） （ア）の一定面積以上の農地について耕作の業務を営む農業生産法

人の組合員、社員又は株主（その耕作に従事する日数が１年間に概ね

６０日以上） 

 

２ 選挙人名簿調製事務のながれ 

 ① 登録資格調査基準日 ・・・ 法第１０条 

   毎年１月１日現在 

② 選挙権を有する者の申請 ・・・ 法施行令第３条第１項 

選挙権を有する者は、農業委員会委員選挙人名簿調製のための申請書を、

毎年１月１０日までに農業委員会に提出する。 

③ 農業委員会の受理、審査及び意見 ・・・ 法施行令第３条第２項 

農業委員会は、提出された申請書について、審査、判断を行い、１月３

１日までに当該申請書に記載された事項について意見を付して選挙管理委

員会に送付する。 

 

 



 ④ 申請書に代わる文書の作成 ・・・ 法施行令第３条第３項 

   農業委員会は、申請書の提出がなかった者について申請書に代わる文書

を作成し、③とともに選挙管理委員会に送付する。 

 ⑤ 選挙人名簿の調製 ・・・ 法施行令第３条第４項 

   選挙管理委員会は、農業委員会から送付された農家からの申請書及び農

申請書に代わる文書に基づき、２月２０日までに農業委員会委員選挙人名

簿を調製しなければならない。 

 ⑥ 選挙人名簿の縦覧 ・・・ 公選法第２３条第１項 

   選挙管理委員会は、２月２０日までに調製した選挙人名簿を２月２３日

から１５日間、市役所、町役場又はその指定した場所において縦覧に供さ

なければならない。 

 ⑦ 選挙人名簿の確定 ・・・ 法第１０条第５項 

   縦覧を経た後、選挙人名簿は、３月３１日に確定し、翌年の３月３０日

まで据え置かなければならない。 



議案第２号 

 

三種町農業委員会委員選挙人名簿縦覧の場所について  

 

 農業委員会等に関する法律（昭和２６年法律第８８号）第１１条において準

用する公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２３条第１項の規定に基づ

き、平成２７年１月１日現在によりその選挙資格を調査し調製した三種町農業

委員会委員選挙人名簿を縦覧に供する場所を、次のとおり定める。 

 

 平成２７年２月２０日提出 

 

三種町選挙管理委員会   

委員長 近 藤 範 夫  

 

 

三種町鵜川字岩谷子８番地 三種町選挙管理委員会事務室  

 

縦覧期間  平成２７年２月２３日から平成２７年３月９日まで  

 

 



【今後の日程について】  

 

２月２３日（月）～３月９日（月） 農業委員会委員選挙人名簿縦覧 

 

３月 ２日（月） 第２回選挙管理委員会（定時登録、県議選関連） 

         午前９時 第２会議室 

 

  ３１日（火） 農業委員会委員選挙人名簿確定  

 

４月 ２日（木） 第３回選挙管理委員会（選挙時登録、県議選関連）  

         午前９時 第２会議室  

 

３日（金） 秋田県議会議員一般選挙 告示日 

 

４日（土）～１１日（土） 期日前投票・不在者投票  

 

  １１日（土） 第４回選挙管理委員会（抹消登録）  

         午前１０時 第２会議室 

 

  １２日（日） 秋田県議会議員一般選挙 投・開票日  

         投票 午前７時～午後７時（勝平・落合は午後６時まで）  

         開票 午後８時開始 三種町八竜体育館  


